
JP 2010-525253 A5 2012.12.6

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公表番号】特表2010-525253(P2010-525253A)
【公表日】平成22年7月22日(2010.7.22)
【年通号数】公開・登録公報2010-029
【出願番号】特願2010-504014(P2010-504014)
【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年10月22日(2012.10.22)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二つのテンションループ（１０２、２０２）を備える連結装置（３、１０１、２０１）
であって、前記テンションループ（１０２、２０２）は実質的に一の水平面において開放
位置及び閉鎖位置で互いに移動可能に接続され、前記テンションループには前記テンショ
ンループの内側に沿って延びる凹部（１０６、２０５）が設けられ、
　前記連結装置（３、１０１、２０１）はさらに、各ループに配されると共に前記凹部の
夫々の面に位置する第１及び第２の接続フランジ締め付け端部（１１０、２０９及び１１
１、２１０）を備え、
前記第１の端部（１１０、２０９）は第１の接続フランジ（１１８）保持端部（１１０、
２０９）であって、前記第１の端部（１１０、２０９）が第１のループ表面（１０７、２
０６）の内縁部を構成し、当該第１のループ表面（１０７、２０６）が、前記凹部に向か
って、放射状に前記凹部の外方に傾斜し、前記閉鎖状態にある前記第１のループ表面（１
０７、２０６）は、前記第１の接続フランジ（１１８）との隣接部を締付けるように配さ
れ、これによって前記第１の端部（１１０、２０９）は開放位置及び閉鎖位置において定
位置に保持し、
　前記第２の端部は第２の接続フランジ（１２１）取外し端部（１１１、２１０）である
ことを特徴とする連結装置。
【請求項２】
　前記第２の端部（１１１、２１０）が、第２のループ表面（１０８、２０７）の内縁部
を構成し、当該連結装置（３、１０１、２０１）が前記凹部に向かって、放射状に前記凹
部の外方に傾斜し、前記閉鎖状態にある前記第２のループ表面（１０８、２０７）は、前
記第２の接続フランジ（１２１）との隣接部を締付けるように配され、前記第２の端部（
１１１、２１０）は開放位置において取り外すことを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記装置（３、１０１、２０１）の前記中心軸（１０９、２０８）の方向に内側に面す
る第１の端部（１１０、２０９）が、前記装置の中心軸の方向へ面する前記第２ループ表
面（１０８、２０７）の内側の第２の端部（１１１、２１０）よりも前記装置の前記中心
軸からさらに離れて配されることを特徴とする請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
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　前記第１及び第２のループ表面（１０７、２０６、１０８、２０７）が前記接続フラン
ジに隣接するよう配されると共に前記テンションループ（１０２、２０２）の前記ループ
表面間に配された前記凹部（１０６、２０５）の各側部に境界を構成することを特徴とす
る請求項１乃至３いずれかに記載の装置。
【請求項５】
　少なくともボルト及びねじ締結体（１０３、２０３、２０４）又はテンション装置を用
いることにより、前記テンションループ（１０２、２０２）の二つがその端部の一つにお
いて互いに接続されることを特徴とする請求項１乃至４いずれかに記載の装置。
【請求項６】
　前記テンションループ（１０２）の前記他方の端部が、回転可能な締結体（１０４）を
用いることにより互いに接続されることを特徴とする請求項５記載の装置。
【請求項７】
　分離したボルト及びねじ締結体（２０３、２０４）を用いることにより、前記テンショ
ンループ（２０２）がその端部において互いに接続され、前記ボルト及びねじ締結体（２
０３、２０４）は前記閉鎖位置における前記ボルト及びねじ締結体のねじ穴が互いに略平
行に延出するように配されることを特徴とする請求項５記載の装置。
【請求項８】
　ばね手段（１０５）が前記回転可能な締結体（１０４）において、或いは前記ボルト及
びねじ締結体（１０３、２０３、２０４）において設けられ、前記テンションループ（１
０２、２０２）を前記装置（３、１０１、２０１）の前記中心軸（１０９、２０９）に対
して押圧することを特徴とする請求項６又は７記載の装置。
【請求項９】
　前記連結装置（３、１０１、２０１）の少なくとも一方で、前記第２の端部（１１１、
２１０）において外側へ面する表面（１１３、２１１）が傾斜して導入面を形成し、該導
入面は所望の接続フランジ（１１８、１２１）の導入において前記中心軸（１０９、２０
９）からの前記ばね手段（１０５）に対抗して前記テンションループ（１０２、２０２）
を外側へ押圧することが可能なように配されることを特徴とする請求項１乃至８いずれか
に記載の装置。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１６】
　図２から図２５は本発明による連結装置（１０１）の第１の実施形態を示す。連結装置
（１０１）は、二つのテンションループ（１０２）、ナット及びボルト締結体（１０３）
形状の固定装置、ヒンジ（１０４）及びヒンジに取り付けられたばね（１０５）を備える
。実質的に一の水平面において動作可能なテンションループ（１０２）には内側に凹部（
１０６）が設計されると共に、傾斜した内側のループ表面（１０７）及び（１０８）を備
えた凹部に接続する。ループ表面（１０７）及び（１０８）の内端（１１０）及び（１１
１）は、それぞれ、中心軸（１０９）（特に図１５を参照）から異なる半径方向の距離に
おいて設けられている。当該内端（１１０）及び（１１１）は中心軸（１０９）に面して
いる（図５、図１４参照）。ナット及びボルト締結体（１０３）のボルト部分は（１１２
）においてテンションループ（１０２）の１つに回転可能に固定される。そしてナット及
びボルト締結体（１０３）の全体は他方のテンションループ（１０２）の穴を貫通する。
ここで、ナット頭部は肩部（図示せず）とナットの穴の中で隣接する。ナット及びボルト
締結体（１０３）のボルト部分は連結装置（１０１）の外側から締め付け可能である。こ
れは最初に手動で行われることが好ましく、最終の締め付けにはアーレンキー等のような
道具を用いることができる。これにより、ナット及びボルト締結体（１０３）の全体は連
結装置の外周の内側に配置されることとなる。
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【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　図１５において特に示されているが、凹部（１０６）を縁取る表面（１０７）及び（１
０８）は、凹部（１０６）に向かって、放射状に当該凹部の外方に傾斜している。これに
より、連結装置（１０１）内に収容されるタンク接続部の接続フランジ（１１８）及びチ
ューブ接続部の接続フランジ（１２１）夫々に締付面がもたらされる（図１１から１５参
照）。ガスケット（１２２）は周知の方法で接続フランジ（１１８）、（１２１）の間に
配されると共に所望の凹部に嵌合するよう形成される。図１５において特に示されている
が、ループ表面（１０７）及び（１０８）の半径方向に内端（１１０）及び（１１１）夫
々を中心線（１０９）から異なる距離に配されることにより、接続フランジ（１１８）の
一つは凹部（１０６）内に配された後、凹部（１０６）内に保持される。また固定装置（
１０３）は特定の位置に締付けられる。この位置において、固定装置（１０３）はばね（
１０５）の付勢に対して手動で離間させることが可能である。或いは固定装置はチューブ
（１１９）の接続フランジ（１２１）をテンションループ（１０２）上の斜面（１１３）
の方へ押圧することによって離間される。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１９】
　図１６から図２１は本発明に係る連結装置（２０１）の第２の実施形態を示し、二つの
テンションループ（２０２）及び２つのナット及びボルト締結体（２０３）及び（２０４
）の形状の固定装置を備える。実質的に一の水平面において移動可能なテンションループ
（２０２）は内側に凹部（２０５）が設計されると共に、傾斜した内側のループ表面（２
０６）及び（２０７）を備える凹部（２０５）に接続する。ループ表面（２０６）及び（
２０７）の内端（２０９）及び（２１０）は、その端部が中心軸（２０８）の方へ面して
おり（図１８参照）、中心軸（２０８）から異なる半径方向距離上にもたらされる。ナッ
ト及びボルト締結体（２０３）、（２０４）の両方はテンションループ（２０２）の一つ
の穴に貫通すると共に、他方のテンションループ（２０２）の穴にねじ込まれる。ナット
及びボルト締結体（２０３）、（２０４）は連結装置（２０１）の外側から締め付け可能
である。これは最初に手動で行われることが好ましく、最終の締め付けにはアーレンキー
等のような道具を用いることができる。これにより、ナット及びボルト締結体（２０３）
、（２０４）の全体は連結装置の外周の内側に配置されることとなる。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２０】
　またこの実施形態において、凹部（２０５）を縁取る表面（２０６）及び（２０７）は
、凹部（２０５）に向かって、放射状に当該凹部の外方に傾斜している。これにより、連
結装置（２０１）内に収容される例えばタンク接続部及びチューブ接続部の接続フランジ
夫々に締付面がもたらされる（図示せず）。図示されないが、ガスケットは周知の方法で
接続フランジの間に配されると共に所望の凹部に嵌合するよう形成される。
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